
「ひとり親家庭への支援施策の在り方について」（中間まとめ）の概要
＜社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会 中間まとめ （平成２５年８月）＞

○ 平成２２年の児童扶養手当法改正法附則の施行３年後の検討規定に基づく検討のため設置。今後、この「中間まとめ」に沿い
施策を進めていく考え。
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○ 子どもへの影響等の観点からもできる限り就業自立を目指すべき。そのために一般施策とひとり親家庭向け施策と双方の充実が必要。

○ 他方で就労自立が直ちには困難な家庭もあり、状態像に応じた自立支援も必要。

○ 福祉、保健、雇用、教育、法務など多岐の分野にわたった支援が必要であり、関係機関との協力・連携が不可欠。

○ ひとり親家庭の平均所得は、一般子育て世帯の約４割。平均稼働所得は、一般子育て世帯の約３割。

○ ひとり親家庭の母の約８割、父の約９割が就労。うち非正規が母で約５割（平均就労収入１２５万円）、父で約１割（同１７５万円）。

○ 就労していないひとり親も、母の約９割、父の約８割が就労を希望しているが、就業できていない状況。

○ 「子どもの貧困率」は、１５．７％だが、「大人が一人」の「子どもがいる現役世帯」の相対的貧困率は、５０．８％。

○ ひとり親家庭は、子育てと生計を一人で担う不利を抱え、両立の困難、非正規雇用の増加等の影響から厳しい状況。

○ ひとり親家庭の課題を把握・整理し、適切な支援
メニューにつなげるべき、母子自立支援員を中心
とした相談支援体制が不十分。

○ 地域により支援メニューに、ばらつきあり。

○ 支援施策が知られておらず、利用が低調。

○ 経済的に厳しい状況の父子家庭も存在。

○ 地域の支援ニーズや社会資源の在り方に応じた相談支援窓口
の整備のために必要な支援、先進的取組等の収集・情報提供

○ 母子自立支援員について自治体の理解を得て体制強化等の促
進や研修機会の充実

○ ニーズを踏まえた自治体での支援メニューの計画的整備のため
「母子家庭及び寡婦自立促進計画」の策定の要請及び助言・支援

○ 支援施策の更なる周知と利用の促進

○ 父子家庭への支援の推進、支援施策の周知徹底

１．支援施策全体、実施体制

ひとり親家庭の自立と支援

ひとり親家庭の現状

＜現状・課題＞ ＜施策の方向性＞
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○ 状態像に応じたきめ細かな就業支援

○ 休日夜間などの相談支援、講習の設定等よりよい就業への転職
やキャリアアップの支援

○ 対象資格の拡大促進等による高等技能訓練促進費等事業等の更
なる活用促進、給付金の非課税措置の検討

○ 就業支援特別措置法に沿った国・自治体による取組の推進

○ 就業状況や就業希望など状態像は様々。

○ 多くが非正規雇用で働き、稼働所得が不十分。

○ 就業・転職には資格取得が有効。

○ 就業支援特別措置法が施行。

○ 子ども・子育て支援法に基づく新制度上の保育所の優先利用など
のひとり親家庭への配慮の確保

○ 各自治体でのニーズに対応した 「母子家庭等日常生活支援事
業」の実施と周知

○ 母子生活支援施設の周知、広域的利用等、支援の質の向上、職
員体制の充実、地域的偏在への対応

○ 当事者の相互交流・情報交換の機会確保の支援、学習支援ボラ
ンティア事業等子どもへの支援の充実や活用促進

○ 両立には、子育て・生活支援が不可欠。一般の
子育て支援とひとり親家庭向けの支援の組合せ
が重要。

○ 日常生活の安定が必要な家庭など状態像に応
じた支援が必要。

○ 親の多忙による子どもへの影響も懸念。
進学希望が実現できていない状況。

○ 養育費確保の取決め、履行は十分に進まず。

○ 面会交流は、子どもの立場からも重要。

○ 児童扶養手当は重要な経済的支え。
公的年金との併給制限が検討課題。

○ 母子寡婦福祉資金は進学等に一定の役割。
父子家庭への対象拡大が検討課題。

○ 養育費に関する離婚当事者等への周知啓発、離婚時における養
育費相談への誘導等養育費確保を促す支援のための協力体制、
地域の相談員の資質向上のための研修事業等の活用促進

○ 面会交流の意義・課題等の周知啓発、面会交流支援の専門性を
踏まえた関係機関との責任・役割分担の明確化

○ 児童扶養手当よりも少額の公的年金とを受給する場合の差額分
の所得保障について児童扶養手当の支給等検討

○ 母子寡婦福祉資金の貸付対象の父子家庭への拡大

２．就業支援

３．子育て・生活支援

４．養育費確保支援

５．経済的支援

＜現状・課題＞ ＜施策の方向性＞


